
議案第２４号 

 

   旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

 旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和３年８月２３日提出 

 

            佐倉市長  西 田 三十五   

  



佐倉市条例第   号 

   旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例の一

部を改正する条例 

 旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例（平成１

１年佐倉市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 

１６０円 １００円 
３２０円 ２１０円 

           」を 

「 

１７０円 １２０円 
３５０円 ２４０円 

           」に、 

「 

１００円 ７０円 
２１０円 １５０円 
２７０円 １９０円 
５４０円 ３７０円 

           」を 

「 

１２０円 ８０円 
２５０円 １７０円 
３００円 ２１０円 
６００円 ４２０円 

           」に改める。 

 別表第２中 

「 



４，２７０円 
３，９５０円 
５，４２０円 
５，７６０円 
２，８６０円 

              」を 

「 

６，０００円 
５，５００円 
６，０００円 
６，５００円 
３，５００円 

              」に改める。 

 別表第３中 

「 

１７，６００円 
７，７５０円 
９，９５０円 

              」を 

「 

１９，０００円 
７，０００円 

１２，０００円 

              」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、令

和４年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 



２ この条例（別表第３佐倉順天堂記念館の項の改正規定を除く。）による改正

後の旧堀田邸、佐倉順天堂記念館及び武家屋敷の入館料等に関する条例別表

第２及び別表第３の規定は、令和４年４月１日（以下「適用日」という。）以

後の旧堀田邸及び武家屋敷の施設又は撮影の使用に係る使用料であって、令

和３年１２月１日（以下「基準日」という。）以後に使用の承認又は撮影の許

可の申請があったものについて適用し、適用日前の旧堀田邸及び武家屋敷の

施設又は撮影の使用に係る使用料並びに基準日前に使用の承認又は撮影の許

可の申請があった旧堀田邸及び武家屋敷の施設又は撮影の使用に係る使用料

については、なお従前の例による。 

３ 別表第３佐倉順天堂記念館の項の改正規定は、適用日以後の佐倉順天堂記

念館の撮影の使用に係る使用料について適用する。 

 


